
（法第 28 条第 1 項関係「前事業年度の事業報告書」） 
 

2020 年度の事業報告書 
2020 年 4 月 7 日から 2021 年 3 月 31 日まで 

 
特定非営利活動法人あなたのくうかんおおいた 

１ 事業の成果 

 本年度の成果は、既存の学校教育になじめない不登校の子どもや発達障がいの可能性がある子ど

も等に対する科学的素養の育成事業に関して、スクールを開所し、理科等の学習指導を行ったこと、

他のオルタナティブ（フリースクール）と科学イベントを開催したことである。児童福祉法に基づ

く障害児通所支援事業に関して、理事 1名が、児童発達支援管理責任者の資格を取得した。法人会

員は、当初設立正会員１１名に加えて、個人正会員３名、団体正会員１社が加わり、正会員１５名･

社になった。  

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1)  特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した

事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施日時 

(B)当該事業の 

実施場所 

(C)従事者の 

予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)人数 

事業費

の金額

（単

位：千

円） 

①既存の学校教育

になじめない不

登校の子どもや

発達障がいの可

能性がある子ど

も等に対する科

学的素養の育成

事業 

(1) 理科等の学習指

導を行った。 

(2) 他の団体と科学

イベントを開催

した。 

(1)に関して 

(A)随時 

(B)マイム 

(C)2 人 

(2)に関して 

(A)年 2 回 

(B)大分市内 

(C)1 人 

(D)不登校の子ど

もで、理科の分

野で子どもの強

みを伸ばしたい

親子 

(1)に関して(E)3

人 

(2)に関して(E)10

人 

314 

②児童福祉法に基

づく障害児通所

支援事業 

・放課後等デイサー

ビス設立に必要

な児童発達支援

管理責任者の資

格を取得した。 

・本事業年度は、実

施していない 

— 0 

③前各号に掲げる

もののほか、当

法人の目的を達

成するための必

要な事業 

 

 

  0 

 
 

 

 

 

 



(2) その他の事業 

事 業 名 

(定款に記載

した事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の実施日時 

(B)当該事業の実施場所 

(C)従事者の人数 

事 業 費 の 金

額（単位：千

円） 

なし なし なし なし 

 

    

（備考） 
１ ２は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにし

て記載する。 

２ ２(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその

他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。 

 


